
 

 

 

○ 引渡し一覧又は 

    引渡しカードによる確認 

   （教職員・保護者双方の確認） 

【例外】集団下校させない場合 

・学校及び周辺の被害が大きく、安全に帰宅さ

せられないと判断される場合 

・公共交通機関に乱れがある場合の当該生徒。 

・津波警報等が発表された場合（避難優先） 

令和５年４月６日 

保護者の皆様へ  

三原市立第一中学校 

校長  森永 弘美 

 

生徒在校中の警報発令における引き渡しの流れについて 

 気象警報（大雨・洪水・高潮）発令に伴う措置についてお知らせをしておりますが、このたび、緊急

時に生徒の引渡しを円滑に行うためマニュアルを作成しましたので。お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊実施した際に、不都合な点があれば、改善・変更を行います。 

 

保護者の皆様には、非常時に生徒が安全に下校できますよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

生徒の【引渡し、集団下校】の実施を判断 

震度５強以上・不審者・台風・大雨・高潮

等，危険が非常に大きいと判断 

震度５弱程度・不審者・台風・大雨・高潮など

危険はあるが生徒のみの下校が可能と判断 

 

引渡し 

保護者へ引渡し実施の決定 

保護者へ連絡（ﾒｰﾙ送信等） 

保護の継続 

○ 連絡がとれない場合 

  連絡を継続し、連絡が取れるまで預かる 

集団下校実施の決定 

保護者へ連絡（ﾒｰﾙ送信） 

・集団下校の実施 

・学校待機、避難の実施 

 


